
学則規定の
毎月の納入金

約６４０万円以下 約３５０万円以下 約２５０万円以下

該当 区市町村民税 区市町村民税 区市町村民税

要件 所得割額 所得割額 所得割額
　148,500円以下 　　18,900円未満 非課税

納入額(月） 35,800円 25,900円 22,500円 15,800円 15,800円
納入額(月） 429,600円 310,800円 270,000円 189,600円 189,600円

生徒会　500円
育友会　600円

   旅行等積立
　　　　 5,500円

教育充実費
　　　　 2,200円

維持費 生徒会　500円
毎 　　　　 7,000円 育友会　600円
月    旅行等積立
の 　　　　 5,500円 生徒会　500円
納 育友会　600円
入    旅行等積立
額 教育充実費 　　　　 5,500円

　　　　 2,200円

教育充実費
維持費 　　　　 2,200円 生徒会　500円 生徒会　500円

授業料 　　　　 7,000円 育友会　600円 育友会　600円
　　　 20,000円    旅行等積立    旅行等積立

維持費 　　　　 5,500円 　　　　 5,500円
　　　　 7,000円

教育充実費 教育充実費
　　　　 2,200円 　　　　 2,200円

授業料
　　　 10,100円

授業料 維持費 維持費
　　　　6,700円 　　　　 7,000円 　　　　 7,000円

就学支援金(国） 就学支援金(国）
        9,900円         9,900円

助
成
･ 就学支援金(国） 就学支援金(国）
減 　　　 14,850円 　　　 19,800円
免 (9,900×１.5） (9,900×2.0）
額

授業料減免(県）
　　　　3,400円

授業料減免(県）
　　　　5,150円

授業料減免 (県）200円

助成減免額 ９,９００円 １３,３００円 ２０,０００円 ２０,０００円
※区市町村民税所得割額は、区市町村役所で発行の「課税証明書」で確認してください。

就学支援金

生徒全員該当

就学支援金・授業料減免に該当

平成23(2011)年度　不二女子高等学校

（就学支援金・授業料減免による毎月の納入金額）

保護者の年収による

毎月の納入金について


